
 

９月３０日(土)は「麓小学校運動会」です。今年は人数制限もなく、マスクの着用も任意での参観とな

ります。また近年、運動会時の保護者のマナー違反が多数報告されています。児童の学び舎であ

る小学校ですので、模範となる大人の行動をお願いします。 

鳥栖市立麓小学校ＰＴＡ 会長 平塚 博樹 

 

 

 

 

○来校について 

保護者の来校は午前８時以降にお越しいただくようお願いします。 

登下校時の校内での児童の安全確保のため、基本的に学校敷地内へ車での来校はできません。 

お近くの方については、自転車・徒歩での来校をお願いします。※バイクは不可 

 

○保護者の駐車場について 

※学校敷地内は駐車できません。下記の臨時駐車場をご利用ください。 

・保護者用駐車場：山浦公民館・慈光保育園・ヨコオフーズ・JA 倉庫前 

 ※今年は、麓まちづくりセンターが工事中の為、駐車場の利用ができません。 

 

・駐車の際は係員の誘導に従い、車の停め方にはご配慮ください。なお、駐車場はご厚意でお貸しいただい

ておりますので、ゴミのポイ捨て等のマナー違反はしないようお願いします。 

・路上駐車は禁止です。 

 

◇身障者等用駐車場(パーキングパーミット)について 

申し込まれた方は、必ず「身障者用駐車場利用証」と学校より配布されている「特別駐車証」をダッシュボ

ードの上など見えるところに設置ください。校門のところでチェックします。両方の確認ができない方につ

いては、保護者用駐車場をご利用いただくことになります。なお、当日の申し込みはできませんので、予め

ご了承ください。 

 

・駐輪場は体育館前です。 

 

○トイレについて 

保護者使用可能トイレ：プール内トイレ・運動場トイレ・体育館トイレ 

※運動場と体育館は児童優先のため、プール内トイレをご利用ください。 

 

○飲酒・喫煙について 

・飲酒は禁止です。 

・喫煙は小学校敷地内 全面禁煙です。 

高田商店前に吸殻入れを設置しておりますので、所定の位置で喫煙してください。 

 ※電子タバコも煙草と同様に喫煙所でのみ、ご使用可とします。 
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麓小学校運動会での注意事項 



 

○参観場所について 

運動場内での家庭用テント・シート・ベンチの設置および日傘は使用しないでください。 

※運動場内で上記の使用を見かけた場合は、役員よりお声掛けをさせていただく場合がございますので 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

・運動場以外の場所での使用は構いませんが、通行等の妨げにならないように設置してください。 

 

※児童が不在で空いた状態のテントへは立ち入らないでください。 

 

○カメラ・ビデオ撮影について 

 児童用テントおよび入場門・入退場門以外の学校指定の撮影場所で撮影を行ってください。 

※撮影は出場学年の保護者を優先とし、譲り合いのご協力をお願いします。 

本部テントや用具置き場での撮影はご遠慮ください。 

 

競技・演技終了後は、児童退場の妨げにならないように、ご協力お願いします。 

トラック内には入らないでください。但し、PTA 広報委員、委託業者カメラマンはトラック内に入ります。 

 

○体育館の開放について 

 熱中症対策の為の休憩場所として体育館を開放いたします。 

自身のお子さまの競技以外の時間などにご利用ください。 

 

○テント撤収について 

 児童の競技を増やすため、児童用テントの撤収は保護者で行います。 

テント撤収のご協力をお願いします。なお、閉会式が終了するまで撤収作業はお待ちください。 

児童が落ち着いて閉会式に参加できるようにご協力お願いします。 

 ※撤収の際には学校より放送で指示があります。 

 

○授乳室について 

授乳室を準備しています。 

ご希望の方は、事務室に一声お声かけいただきご利用ください。 

 

 

児童たちにとって思い出に残る素晴らしい運動会になるよう、ご協力をお願いします。 

マナーでもかっこいい大人を追いかけて

もらいましょう！ 


